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広報活動実施計画及び成果の報告について（通達）

標記について、別添のとおり定めたので通達する。
なお、広報活動実施計画及び結果の報告について（防官広第１５１号。５３．１．１

８）は廃止する。ただし、この通達の施行の際現にある様式については、この通達によ
る様式によるものとみなす。

添付書類：広報活動実施計画及び成果報告要領



別紙

広報活動実施計画及び成果報告要領

防衛省の広報活動に関する訓令（昭和３５年防衛庁訓令第３６号）第６条及び第１６
条の規定に基づく報告の要領を下記の通り定める。

記

１ 広報活動実施計画の報告
⑴ 報告事項

当該半期における広報活動実施計画の概要及び考慮事項
⑵ 報告書の様式

付表第１のとおり
⑶ 報告時期

当該半期開始まで

２ 広報活動実施成果の報告
⑴ 報告事項

当該半期における広報活動実施成果の概要及び実績
⑵ 報告書の様式

付表第２のとおり
⑶ 報告時期

当該半期終了後、１か月以内

添付書類：付表第１、付表第２



付表第１

広報活動実施計画報告書
（ 年度 半期）

１ 広報活動実施計画の概要
⑴ 全般

⑵ 実施要領

２ 考慮事項

（備考）
１ 全般

広報活動実施計画報告書においては、一般広報を目的とした計画を記載するものと
し、募集広報を目的とするものは記載しない。

２ 部外広報
⑴ 自主的広報活動

部外（防衛省・自衛隊に所属していない個人又は団体をいう。次号において同じ。
）を対象に、実施担当官が自主的に実施する広報活動について記載する。

⑵ 協力的広報活動
部外の要請に基づき実施する広報活動について記載する。

３ 部内広報
部内者（隊員及び隊員の家族をいう。）を対象に、隊員の士気高揚及び家族に対す

る理解を深めることを目的として実施した事業を記載する。
４ 広聴

広報活動の改善に当たり、部外者等から防衛省・自衛隊に対する意見及び要望を聴
くことを目的として実施する事業を記載する。

５ その他
上記区分に該当しない広報活動について記載する。

区 分 計画の概要 実施時期 備 考

部
外
広
報

自主的
広報活動

協力的
広報活動

部内広報

広 聴

その他



付表第２

広報活動実施成果報告書
（ 年度 半期）

１ 広報活動成果の概要
⑴ 全般

⑵ 主要な成果の概要

区 分 成果の概要 教訓・問題点等 改善点

部
外
広
報

自主的
広報活動

協力的
広報活動

部内広報

広 聴

その他



２ 広報活動実績
⑴ 部外広報

区 分 自主的広報活動 協力的広報活動
備 考

報
道

項 目／件 数 実施件数 報道件数 実施件数 報道件数

報道対応

新聞

テレビ

ラジオ

その他

計

印
刷
物
広
報

項 目／件 数 作成件数 製作部数 作成件数 製作部数

印刷物の
作成

パンフレット

リーフレット

その他

計

項 目／件 数 取材件数 掲載件数 取材件数 掲載件数

刊行物へ
の
掲載

新 聞

雑 誌

その他

計

視
聴
覚
広
報

項 目／件 数 実施件数 放送局数 実施件数 放送局数

放 送

映画・ドラマ

テレビ

ラジオ

その他

計

項 目／件 数 公開件数 参加者数 公開件数 参加者数

公 開

部 隊

展示航海

展示飛行

基地(駐屯地)

演 習

計

項 目／件 数 実施件数 参加者数 実施件数 参加者数

見 学

部 隊

基地(駐屯地)

艦 隊

広報資料館

計

項 目／件 数 実施件数 参加者数 実施件数 参加者数

体 験

航 海

搭乗（航空機）

搭乗（その他）

計

項 目／件 数 実施件数 入隊者数 実施件数 入隊者数

隊内生活
体験入隊

学生・生徒

一 般

計

項 目／件 数 実施件数 聴衆者数 実施件数 聴衆者数

音楽演奏

演奏会

その他

計

項 目／件 数 実施件数 参加者数 実施件数 参加者数

講 演

協力会等

自治体等

その他

計

項 目／件 数 実施件数 参加者数 実施件数 参加者数

行事等

運動大会

各種祭り

その他

計

項 目／件 数 実施件数 参加者数 実施件数 参加者数

総合的な学習の
時間

小学校

中学校

高 校

計

項 目／件 数 実施件数 参加者数 実施件数 参加者数

幹部地域集会



⑵ 部内広報

⑶ 広聴

⑷ 下半期のみに報告を求める事項

（備考）

１ 全般
広報活動実施成果報告書においては、一般広報を目的とした実績を記載するものと

し、募集広報に係る実績は記載しない。
２ 部外広報
⑴ 「自主的広報活動」は、部外（防衛省・自衛隊に所属していない個人又は団体を
いう。次号において同じ。）を対象に、実施担当官が自主的に実施する広報活動に
ついて記載する。

⑵ 「協力的広報活動」は、部外の要請に基づいて実施した活動を記載する。
⑶ 複数の機関等により実施される項目における件数等は、活動を計画した実施担当
官が取りまとめ計上する。

⑷ 報道に係る事項の記載要領
ア 「報道対応」の「実施件数」は、自主的に発表、説明若しくは資料提供又は報
道公開の手段を通じ報道機関等に情報提供の場を設定して実施したもの若しくは
報道機関等の要求に応じ、協力的に実施したものを記載する。
この際、電話による取材は、実施件数として記載しない。

イ 「報道対応」の「報道件数」は、新聞、テレビ等で報道された件数を記載する。
なお、同一事案で複数の報道については、報道日ごと記載するとともに、複数の
報道機関による報道があった場合にはそれぞれ１件として記載する。

ウ ２次発表、補足説明等をした場合は、それぞれを件数として記載する。
エ 「朝雲」、「防衛日報」等の自衛隊関係紙は含まない。

⑸ 報道を除くその他の事項の記載要領

区 分 実 績
備 考

項 目／件 数 作成件数 製作部数

パンフレット

リーフレット

新聞等

その他

計

区 分 実 績
備 考

項 目／件 数 実施件数 参加者数

防衛モニター

駐屯・基地モニター

その他

計

区 分 実 績
備 考

項 目／件 数 総登録数

ホームページ

項 目／件 数 総登録数 実施件数

ＳＮＳ等
アカウント

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

その他



ア 「印刷物の作成」の「作成件数」は、作成品目ごとに１件とし、「製作部数」
は、製作した部数を記載する。

イ 「刊行物への掲載」の「取材件数」は、当該刊行物に掲載することを目的とし
た取材について記載し、「掲載件数」は、当該刊行物に実際に掲載されたものに
ついて記載する。
ただし、「朝雲」、「防衛日報」等の自衛隊関係紙はまない。

ウ 「放送」の「実施件数」は、放送の企画ごとに１件とし、「報道局数」は、放
送された局数を記載する。

エ 「公開」の「公開件数」は、公開日ごとに１件として記載する。「参加者数」
は、公開した事業への参加者総数を計上する。

オ 「見学」の「実施件数」は、見学の実施日ごとに１件として記載する。「参加
者数」は、見学した事業への参加者総数を計上する。

カ 「体験」の「搭乗（航空機）」は、航空機の使用及び搭乗に関する訓令（昭和
３６年防衛庁訓令第２号）第８条第１項第２号により実施したものを記載する。
「搭乗（その他）」は、同訓令に依らない航空機以外の車両等により実施したも
のを記載する。

キ 「隊内生活体験入隊」の「実施件数」は、団体ごとに１件とし、「入隊者数」
は、当該事業の参加者総数を記載する。

ク 「音楽演奏」について、部隊等が自主的に計画して実施する演奏は「自主的広
報活動」に計上し、部外の要請に基づき実施する演奏は「協力的広報活動」に計
上する。「演奏会」は、定期演奏会や巡回演奏会等の公然と部外に対して実施す
る演奏実績を計上し、「その他」は、演奏会を除く演奏実績を計上する。

ケ 「講演」は、部外に対して自主的に又は依頼を受けて実施したものを記載する。
「協力会等」は、自衛隊協力会等一定程度、自衛隊に対して理解を得られている
組織、団体等のことを示し、「自治体等」は、地方公共団体等の地方の行政組織
等を示す。

コ 「行事等」の「実施件数」は、行事の実施日ごとに１件として記載する。「参

加者数」は当該行事等への参加者総数を記載する。
サ 「総合的な学習の時間」は、文部科学省が定める学習指導要領に基づき、各学
校が実施する総合的な学習の時間に対して、自衛隊が協力した事業件数を記載す
る。「実施件数」は、団体ごとに１件とし、「参加者数」は、参加者総数を記載
する。

シ 「幹部地域集会」の「実施件数」は、内外情勢調査会に基づき、実施された地
域の講演会等の参加回数を計上し、「参加者数」は、参加者総数を記載する。

３ 部内広報
⑴ 部内者（隊員及び隊員の家族をいう。）を対象に、隊員の士気高揚及び家族に対
する理解を深めることを目的として実施した事業を記載する。

⑵ 「作成件数」は、作成品目ごとに１件とし、「製作部数」は、製作した部数を記
載する。

４ 広聴
⑴ 広報活動の改善に当たり、部外者等から防衛省・自衛隊に対する意見や要望を聴
くことを目的として実施する事業を記載する。

⑵ 「実施件数」は、実施した広聴ごと１件とし、「参加者数」は、参加者総数を記
載する。

５ 下半期のみに報告を求める事項
⑴ 下半期の末日時点のものを記載する。
⑵ 「ホームページ」の「総登録数」は、開設数を記載する。
⑶ 「ＳＮＳ等アカウント」の「総登録数」は、開設数を記載し、「実施件数」は、



自主的に発信したものを計上する。この際、他アカウントからの発信に対し、単に
シェアする場合及びリツイートを含まない。


